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平成２８年第３回砂川市議会定例会

予算審査特別委員会

平成２８年９月１３日（火曜日）第１号

開会宣告

正・副委員長の互選

開議宣告

議案第 ４号 砂川市庁舎建設検討審議会条例の制定について

議案第 ５号 砂川市病児・病後児保育施設設置条例の制定について
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開会 午前 ９時５５分

◎開会宣告

〇議長 飯澤明彦君 ただいまから予算審査特別委員会を開きます。

◎正・副委員長の互選

〇議長 飯澤明彦君 お諮りします。

正副委員長の互選については、慣例により私から指名することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、私から指名いたします。

予算審査特別委員長には北谷文夫委員、同副委員長には武田真委員を指名します。

休憩 午前 ９時５６分

〔委員長 北谷文夫君 着席〕

再開 午前 ９時５７分

〇委員長 北谷文夫君 おはようございます。活発な論議を期待しております。質疑の中

で最終的に自分の個人の意見を言うことは認めたいと思います。ただし、政策的な反論と

いうか、答えをもらうことは謹んでいただきたいと思います。

暑い方は上着お脱ぎください。

委員会を再開いたします。

ここでお諮りいたします。本日の委員会に池内淳治氏から委員会傍聴の申し出がありま

した。このことについて許可することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、委員会傍聴を許可することに決定をいたしました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前 ９時５８分

再開 午前 ９時５８分

〇委員長 北谷文夫君 休憩中の委員会を再開いたします。

◎開議宣告

〇委員長 北谷文夫君 直ちに議事に入ります。

〇委員長 北谷文夫君 本委員会に付託されました議案第４号 砂川市庁舎建設検討審議

会条例の制定について、議案第５号 砂川市病児・病後児保育施設設置条例の制定につい

て、議案第６号 砂川市移住定住促進住宅管理条例の制定について、議案第７号 砂川市

職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について、議案第８号 砂川市税条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第９号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の
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制定について、議案第１０号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締

結について、議案第１１号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結

について、議案第１２号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結に

ついて、議案第１３号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結につ

いて、議案第１４号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結につい

て、議案第１５号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結について、

議案第１６号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結について、議

案第１７号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結について、議案

第１号 平成２８年度砂川市一般会計補正予算、議案第２号 平成２８年度砂川市国民健

康保険特別会計補正予算、議案第３号 平成２８年度砂川市介護保険特別会計補正予算の

１７件を一括議題といたします。

お諮りいたします。審査の方法としては、まず予算先議議案の審査を行い、次に一般会

計を行うこととし、歳出を款、項ごとに、続いて歳入の審査の順で行い、次に特別会計の

歳入歳出を一括審査する方法で進みたいと思います。このことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように進めてまいります。

初めに、議案第４号 砂川市庁舎建設検討審議会条例の制定についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それでは、議案第４号の庁舎建設検討審議会条例の関係で質疑をしたい

と思います。

まず、第４条に任期というのがあるのですけれども、この審議会そのものが大体いつご

ろから始まって、いつごろに終わるのかというところをお伺いしたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 市長公室課副審議監。

〇市長公室課副審議監 畠山秀樹君 審議会の任期でございますけれども、審議会につき

ましては、この条例が承認されましたら来月１０月からでも開催していきたいと考えてい

るところでございます。それで、この審議会の所掌事項としまして基本構想、基本計画に

関する調査、審議を行い答申するものとしていることから、基本構想の答申は平成２９年

３月、基本計画の答申、これにつきましては２９年の１２月を予定しているところであり

ますので、審議会の設置の期間、最終の期間につきましては基本計画の答申が終了する平

成２９年１２月までを予定しているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今回の審議会というのは、所掌事項にもあるように基本構想と基本計画、

今の任期の期間というのも大体そこに合わせて、基本計画が答申された段階でというよう

なお話と一致するというふうなことだと思うのですけれども、物を建てるときも構想とい
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うのと計画というのとでは結構な違いがありまして、基本計画までいけば、あとはほとん

どそれ以降というのは建設屋さんに任せるような状況、相当でき上がる、市役所庁舎が今

後どんなふうになって、どんな形になって、どこの場所になってというようなことをかな

り決め込んでいく審議会だというふうに思うわけです。きのうの総括質疑でもいろいろあ

ったのですけれども、組織のところで主に私は質疑をしていきたいと思っているのですが、

委員２０人以内というところ、きのうもいろいろ議論があったところなのですけれども、

２０人以内というと、きのうもありました庁舎整備検討委員会、こちらのほうも構成を見

ると市内各種団体というのがかなり多くなってくるだろうと。少しこのときとは違った団

体が２つか３つというのはきのうのお話でありましたけれども、ほとんどが同じ十四、五

団体ということになると思うのです。漏れ聞いたり、あるいはこの前の検討委員会のいろ

いろな会議録を読んでいく中で、この団体の皆さん方が本当に団体の声を代表できている

のかというところが非常に疑問に感じているところがありまして、出席されている中でも

そんなことを言う方がいらっしゃいました。つまりなかなか言いづらい場所になっている。

ベテランの方もいらっしゃるわけです。今検討委員会の委員会名簿というのを見ながら、

これは検討委員会はもう終わったことなのですけれども、ベテランの方もいらっしゃれば、

若い方もいらっしゃったりして、幅広い、特に今後のことを考えれば若い層の人たちが大

いに発言をしていただいて、我々世代はだんだん終わっていく世代ですから、これから何

十年もかけていく市庁舎の建設に関しては、若い人たちがどんどん発言してもらって、自

分たちが子育てしていくためには、仕事をしていくためには、まちを活性化していくため

にはこんな庁舎が欲しいというようなことをどんどん発言してもらわなければならないの

だけれども、やはり大御所がそろっているとなかなか発言しづらいというのは、現実的に

そうだろうと思うのです。そういう部分をいかにこの審議会が市民の代表で、多分二十何

億も使う事業費の中でかなり決めていくという、こういう体制を今どんなふうに考えてい

るのかなというふうに思うわけです。この組織そのものは、学識経験者、市内各種団体、

その他市長が代表と認める者２０人以内ということ、簡単なことのようにあるのですけれ

ども、このやり方一つによっては行政が思っている路線でいくのか、あるいは市民からの

意見でいろいろなものが変わっていくそんなものがあるのかというところになってくるの

かなというふうに私は思うものですから、少し具体的な運営の方法みたいなところをお伺

いできればと思うのですけれども。

〇委員長 北谷文夫君 市長公室課副審議監。

〇市長公室課副審議監 畠山秀樹君 団体から推薦をいただく委員さんにつきましては、

あくまでも団体の代表ということで、長に限ったわけではなくて、その団体の代表という

形で選出していただきたいというところで考えております。

それで、あくまでもこの団体さんになるのですけれども、事務局としては将来の庁舎建

設ということで若い方にできるだけ入っていただきたいという思いもございますけれども、
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団体さんの高齢化が進んでいるというところもございまして、なかなかそういう形にもな

らないというところでございます。それで、その辺につきましては、公募委員さんを公募

していくところでできるだけ若い方、または子育て世帯の方に入っていただいて、忌憚の

ない意見をいただきながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 そのやり方、本当に会議というのは、ここの委員長もそうですけれども、

持っていき方次第でどんな方向にもなっていくというようなことというのは今までさんざ

ん経験していることではあるわけなのですけれども、ただきのうの議論でいくと学識経験

を有する者という方が大学の先生というようなお話がちょっときのうの段階で聞こえてき

たのですけれども、この学識経験者というのはお一人なのか、お二人なのか、複数いらっ

しゃるのかどうかお伺いします。

〇委員長 北谷文夫君 市長公室課副審議監。

〇市長公室課副審議監 畠山秀樹君 学識経験者、大学の先生を予定しているところでご

ざいますけれども、この方１名を予定しておりまして、この方につきましては建築かまち

づくりの分野で学識のある方を予定しているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私が今までこういういろんな審議会とか委員会とかという中で傍聴がで

きるというものが珍しかったのが１つあって、地域交流センターゆうをつくるときだった

のですけれども、ここは非常に活発な議論と公開性がちゃんと保たれていた、そういう意

味では審議会と言ったかどうかわかりませんけれども、よいやり方になっていたのではな

いかなというふうに思っているのです。積極的に部会などをつくりながら、いろんな意見

が本当に飛び交って、最終的には建物やいろんなものが変わっていくというような、その

審議会の意見によって基本的な考え方が変わっていくというようなところまでいけたとい

う砂川市内でもいい例の、それがいい例かどうかというのはまた別にしても、私が考える

にはとても市民参加のいい集まりだったというふうには思っているのですけれども、この

学識経験者の大学の先生なのですけれども、外のいわゆるコーディネーターをする人とい

うのはとても大事な位置になるだろうなと。さっきのゆうの場合も３人か４人の外から来

られたコーディネーターの方がいらっしゃって、市内の人たちだと大体顔見知りなのです。

こういうところに来る、公募の方は別にしても、関係団体の方々というのは大体わかって

いらっしゃる方なので、相手がどんなこと言うかということも大体わかるというようなこ

とになって、あの人が言ったらこんなこと言えないなとか、それって何となくあるのです。

でも、そこで第三者的な、しかもプロっぽい人がうまく引き出していって会議をつくって

いくと、こうやってこういうところに来ようとする人たちは絶対気持ちの中に何かを持っ

ているはずなのです。だから、しゃべらせたら絶対しゃべる人たちだと私は思っているの

で、その役割を事務局がするのではなく、できればこういう方が、どういう方が今後学識
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経験を有する方に選ばれていくのかわからないのですけれども、そんなような方をぜひ選

んでいただいて、しっかりした審議会になっていってほしいと思うのですけれども、その

辺はそのような方になっていくのか、どうなのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 市長公室課副審議監。

〇市長公室課副審議監 畠山秀樹君 庁舎建設の検討につきましては、あくまでも市民の

意見を尊重していきたいと考えているところでございますので、入っていただく学識経験

者の方につきましては、その辺の審議会においてのまとめ役といいますか、市民の意見に

対して専門的な助言をいただくというような役割をしていただきたいと今のところは考え

ているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 話し合いの現場そのものにしっかりと入っていっているわけではないの

で、検討会がどんなのというとその会議録を読むしかないのですけれども、各関係団体の

代表が代表として発言をしているのか、していないのかというやり方もあるのだろうと思

うのです。例えばその場で資料をぽんと出されたら、これは果たして団体の意見をそのま

まということになれるかどうか。ついつい個人的な意見を述べてしまう可能性も十分ある

だろうと。そういう点でいけば、その検討会の中でも、会議録の中に当然書かれているの

ですけれども、資料をもうちょっと前に出してくれないかと。ある程度団体の中でできれ

ば話し合いをした上で来たいという発言もあったのです。これって大事なことで、そのと

きそれが改善されたのかどうかわからないのですけれども、少なくともそのぐらいのこと

をしていかないと皆さんその場で自分の意見を述べてしまう。帰った後に本当に俺は団体

の意見を代表したのだろうかというふうに思われることというのはあると思うので、その

辺のやり方というのも十分気を配っていただきたいと思うのですけれども、そこら辺はい

かがでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 市長公室課副審議監。

〇市長公室課副審議監 畠山秀樹君 審議会につきましては、本当に十分な議論をしてい

ただきたいと考えているところでございますので、会議の資料につきましてはできる限り

事前に配付して進めていきたいと考えているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それであと、この審議会が始まって、公開性のことなのですけれども、

きのうもいろいろ出てきて、傍聴を求める方もいらっしゃったし、私も相当この公開性を

しっかりしていくべきだろうというふうに思うのです。本当に大きな大きな、もしかする

と今後砂川市でこれだけの大型の公共施設を建てるというのはこれが最後かもしれないと

いうのと同時に、砂川市は今もって民と官との協働というのをメインテーマに上げている

はずだと私は思っているのですけれども、まさにそのことをあらわすのがこの庁舎建設だ

ろうし、庁舎建設に至っていく過程がまさにそこが問われることになるのではないかとい
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うふうに思っているのですけれども、審議会でそれぞれ構想というのがまずでき上がる。

この構想ができ上がるというのは、大体のこんなイメージができ上がった、それを現実的

に建設まで持っていくための基本的な計画というのは次に来る。私は、そこの間というの

はとても大事なことになると思うのです。余り計画まで入っていってしまったときに、大

幅な変更というのはなかなかできないかもしれない。ただ、構想の段階では、かなりいろ

んな変更がまだ可能と言ってもいいような状況だと思うのです。そこで、審議会みずから

が市民に向かって自分たちの審議状況をきちんと報告したり、説明をするような場を私は

ぜひ設けるべきだと思うのです。この審議会の方々というのは、私たちと匹敵するぐらい

に重要な方々だと思うし、それぞれが責任を持って今後の庁舎建築に向かっていく方々だ

と思うので、行政が説明するというのももちろんどこかの場面では当然あるのだろうと思

うのですけれども、この審議会の方々から自分たちはこういう議論をし、こういう方向性

をまとめてきました、皆さん、いかがでしょうかぐらいのやり方をぜひしてもらいたいと

いうふうに私は思うのですけれども、そのような考えはあるのか、ないのかをお伺いした

いと思います。

〇委員長 北谷文夫君 市長公室課副審議監。

〇市長公室課副審議監 畠山秀樹君 まず、基本構想でございますけれども、審議会にお

いては基本構想に関することに対して審議していただいて、それを踏まえて基本構想案を

策定してまいります。その案の段階では、市民参画という形でパブリックコメントですと

か市民説明会ですとかを実施しながら、市民の意見を取り入れていきたいというふうに考

えているところでございますけれども、審議会として市民に対して発信していくというお

話でございますけれども、この辺につきましてはあくまでも審議会で行うことでございま

すので、審議会の中で検討していきながら、方向性を出していきたいというふうに考えて

いるところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 審議会を取り仕切っていく方は副市長になるのでしょうか。副市長は出

席されるのですよね、審議会には。どうなのですか。事務方としてのトップはどなたにな

るのですか。

〇委員長 北谷文夫君 市長公室課副審議監。

〇市長公室課副審議監 畠山秀樹君 私ども今事務局のほうで考えているところでは、副

市長にも出席していただきたいというふうに考えているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 では、副市長にお伺いするのですけれども、今私お話ししたようにこの

審議会そのものが市民に向かっていろいろな自分たちが審議した過程を説明する、あるい

は市民の声を聞くという場の設定ですけれども、今課長のお答えはそれは審議会が決める

ことなのだというお話だったのですけれども、私はそうではだめだろうというふうに思う
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のです。そうではなく、行政としてもそのぐらいの勢いで民と官との協働をここで示して

いくというぐらいなお気持ちがあっていいのではないかというふうに思うのですけれども、

副市長が事務局のトップとして入られる中で、その方向性というか、考え方というのはと

ても大きな作用をしてしまいます。砂川の場合は、市長がみずからどんどん動いていかれ

ているので、行政の力がかなり強いです、正直言って。やっぱり行政の言うことはという

ふうになっていっている現状もあるだろうと思うのですけれども、ここは市民に役に立つ

場所をつくるというところであるというふうに私は思っていて、市の職員の働く事務室と

いうことにしていってはもったいないなというふうに思っているものですから、副市長、

この審議会のやり方というか、方向性、引っ張っていき方というのは、私が今お話しした

ものも含めてどのようにお考えなのかお伺いしたいと思うのですけれども。

〇委員長 北谷文夫君 副市長。

〇副市長 角丸誠一君 庁舎の建設ですから、５０年、６０年に１回という事業でありま

す。行政が主導していくことは当然あってはならないことであって、市民の多くの意見を

聞きながら進めていく。そのためには、今基本構想から入ってまいりますけれども、いろ

んな情報を調べて出していって、判断していただくというのもそれは当然市民の中に求め

るものでございます。今ほど審議会の委員さん方が説明会どうのという話もありましたけ

れども、形としては審議会になるのか、市としてなるのかはいろいろ検討していかなけれ

ばならないのですけれども、基本的には市民の中に入っていって、いろんなご意見を聞い

て、方向性を出していくというのが今のスタイルというか、筋であろうというふうに思っ

ておりますし、審議会の委員になる方においては、それだけ責任も重たいという部分もお

願いするに当たってはそういった趣旨も説明しながら、議会のほうからもそういった声が

あるということも含めて説明をしながら、委員の役割を果たしていただきたいというふう

に思っているところであります。

〇委員長 北谷文夫君 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、これで議案第４号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第４号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第５号 砂川市病児・病後児保育施設設置条例の制定についての審査に入

ります。



－11－

これより質疑に入ります。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 それでは、病児・病後児保育施設の設置条例に関してお伺いしてまいり

ますけれども、昨日も本会議のほうで総括質疑もありましたので、細かい点を何点かお伺

いしたいと思います。

この条例の１１条には委託の規定があって、規則のほうも１０条で委託の定めがありま

す。そして、この後出てくる予算の中でも委託料ということで計上されていますので、こ

の条例上は委託することができるというふうになっていますけれども、実質的には委託が

もう決まった形での条例のつくり方であるのかなというふうに思うのですけれども、それ

はそういった理解でよろしいのかどうかをまず最初に確認したいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 本条例の１１条につきましては、本事業が効率的、効果的

な実施のために委託することができるということで制定させていただいているところでご

ざいます。今回の事業実施に当たりましては、当市といたしましては事業委託をしたいと

いうふうに考えているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 そうなりますと、病児・病後児保育施設の横に、現在市立病院の中に院

内保育所がありますけれども、院内保育所も委託を受けている形になっていると思います

が、この委託の関係の契約を結ぶときに一般の普通の入札のような形になっていくのか、

あるいは随意契約とかそういったような形で、既に運営になれているような団体を選んで

いくのか、そういったようなところというのはどういうふうになっていくのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 委託事業者の選定につきましては、やはり事業実施に当た

りまして人材確保、事務等におきまして効率的な運営が図られること、さらには事業実績

のある例えば民間のノウハウを活用することによりまして高い質によるサービスができる

ことなどを想定しながら、考えながら選定していきたいというふうに考えているところで

ございますけれども、事業者の選定につきましては砂川市契約規則等に基づきまして適正

に事業者を選定し、契約していきたいというふうに考えているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 当然質の高いサービスを提供するということであれば、安かろう悪かろ

うであってはいけないわけですから、決して事業費も無駄遣いというのはできないわけで

ありますけれども、それは予算のところでまたやるので、そういったような形で委託の方

針で進めていくということはわかりました。

ただ、場合によってはこの規定の仕方からすると、病児・病後児保育施設というのを全

国の例をいろいろ調べてみたのですけれども、きのうも総括質疑の中で少し触れておられ
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ましたけれども、なかなか採算ベースにのらない。赤字になっている施設が結構あるわけ

であって、あくまでも条例上の規定ですから、これから始める前に不吉な話ではあります

けれども、委託をかけて、それが余りうまくいかなければ場合によっては直営ということ

もあり得るのかなというふうに思うのですけれども、その辺市の中ではどのように共有を

されてきましたか。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 事業実施主体に当たりましては砂川市が実施するというこ

とで考えてきております。ただ、事業の効率的な運営等を考えた際に、事業委託をするほ

うが効率的な運営ができるのではないかというふうに今現在考えているところでございま

す。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 子育て支援の施策としては、大胆な施策の一つであると思いますし、う

まくいっていただきたいというふうに思っているわけでありますけれども、今後この委託

をかける上で、一般的に考えるならばすぐ隣に院内保育所があって、そこにも保育士さん

がいらっしゃいますので、同じ事業体になるとそれは運営の仕方としてもノウハウがあっ

ていいのかなと思うのですけれども、場合によってはこれからの委託の選定によっては違

う業者さんが入るという可能性もあると思うのですが、当然今の院内保育所と病児・病後

児保育施設というものは全く施設的には別物になるのですが、これが開設されることによ

って何らかの相互応援体制とか連絡体制とか、そういったようなものというのはつくられ

ていくということは想定されているのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 今のところ事業者については選定前でございますので、仮

定の話はなかなか難しいところでございますけれども、事業者を選ぶに当たりましては病

児・病後児保育事業の実績、さらには安定した保育運営ができる事業者を考えていきたい

というふうに思っております。隣接するところに今病院の院内保育所がございます。もし

仮にそういう事業者に選定をすれば人材確保の面とかでは大変優位に働くものと、効果的

に働くものというふうに考えているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 先般院内保育所を私初めて見学をさせていただいたのですけれども、そ

のときに、この病児・病後児保育の関係のパブリックコメントに図面が付されていたので

す。この前その院内保育所を見たときとこの図面で見たところの整合性ってどうなのかな

というのを知りたかったのですけれども、今の院内保育所と新しい施設の間に扉があるの

です。図面上も扉があって、実際に院内保育所側から見るとやはり扉があるのですけれど

も、現在その扉は大型のロッカーによって扉が開閉できるような状態にはなっておりませ

ん。しかしながら、きのうの総括でもあったように病児・病後児保育で預かるお子さんと
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いうのは、病気を現に罹患されている、あるいは病気後の体力とか免疫力が落ちているよ

うな児童を預かるわけで、もし仮に同じ委託事業者になったとして保育士が相互に行き来

できるとなると、保育士は健常であって、体にいろんな菌とかウイルスとかがついて、そ

ういう抵抗力の落ちているお子さんに感染症がうつってしまうかもしれないということで、

本来であればここの扉というものはないほうがいいのかなというふうに思うのです。何に

使うかという目的も今あわせてお伺いしますけれども、その辺というのはどういうふうに

お考えになっているでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 ただいまご質問のありました隣接する院内保育所との間の

出入り口の関係でございますが、今回事業実施に当たっては隣接する院内保育所との人、

物等の出入りは行わないとしておりまして、出入り口は使用しないこととしております。

ただ、今後施設の運用上必要になった場合に対応できるよう扉を設置しているものでござ

います。

〔「感染症」との声あり〕

ですから、人等の出入りは実質いたしませんので、感染症のそういう病気の菌の心配は

ない状態でございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 今、後段で答弁をいただいたのは、前段の答弁では今後相互の連絡云々

というようなお話があって、当面の間、開設した直後にはこの扉を使うことはないという

ことだと思うのですけれども、今後は運用によってはどうなるかわからないという答弁だ

ったのかなと思うのですけれども、その辺の整合性ってどうでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 病児・病後児保育ということで病気のお子さんを預かる施

設でございますので、隣の院内保育所との出入りは基本的にいたしません。そういうよう

な状況でございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 そうすると、このパブリックコメントのときに出てきた図面に出ている

扉というのは、もとから病院の扉として存在したものなのですか。その辺わかれば教えて

いただきたい。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 ここはたしか病院の１室となっていて、出入り口付近にな

りますけれども、今後どのような運営の仕方になるか、そこはやっぱり想定できないとこ

ろもあります。ですから、運用上必要となった場合に利用できるようにということで一応

扉を設置したというものでございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。
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〇武田圭介委員 当然普通であればいろんな災害とか不審者が侵入したときに避難路とい

うものがいっぱいあったほうがいいと思うのですけれども、そもそも１階が避難階であっ

て、隣接する扉が外の玄関口と、それから病院の中に抜ける通路に抜ける道と２つあるも

のですから、あえて横の院内保育所とつなぐ扉というものがどうなのかなというところが

正直疑問だったのですけれども、その点については今解消いたしました。

それと、感染症の話に戻りまして、きのうの総括質疑でも出ていましたけれども、どう

しても小さなお子さんで、通常の保育所等であってもご家庭や、あるいは保育所の中でも

大きな感染症とは言わなくても、風邪やインフルエンザも感染症の一種に含まれますけれ

ども、ノロウイルスとかそういったようなものに罹患される例もありますし、どうしても

小さいお子さんがちゃんと病状を伝えることもできなく、重篤な感染症に罹患している状

況を大人が把握できないというようなこともあると思うのですが、病児・病後児保育とい

うのは通常の保育施設よりもより一層慎重に扱うお子さんを預かるわけですので、その辺

については委託事業者の方にも細心の注意を払っていただくようなことも市からは十分伝

えていただきたいと思っているのですけれども、その辺市のほうではどのように感染症対

策を含めて今考えていらっしゃるでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 今回開設しようとする施設におきましては、院内の施設内

の感染症等の菌が施設外に出ないように陰圧を施した施設としております。また、病児・

病後児に対する対応ということで、健常児の対応とは異なる場面も多々あるかというふう

に思います。そういう面では保育士の対応というのが重要になってくると思いますので、

対応する保育士につきましては研修等も受けていただいて、質の向上を図るように努めて

いきたいというふうに考えております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 あと、きのうの総括の中でも出ていたと思うのですけれども、今回のこ

の施設の特色である看護職の配置なのですが、ちょっと確認させていただきたいのはあく

までも常駐ではなく、何か容体に急変があったりとか、そういった場合に病院から駆けつ

けてきていただけるという理解でよろしいでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 医療機関内に病児・病後児保育施設を開設する場合、本来

は看護師常勤という実施要綱になっておりましたけれども、医療機関内に開設する場合、

緊急時に駆けつけられる体制が確保されるのであれば常勤でなくてもよいという取り決め

になっております。このことから今回こちらの病児・病後児保育施設については、市立病

院内に開設するということで、市立病院の看護部等と協議をさせていただきました。その

中で、開設時間中においては小児科外来、救急外来の看護師が対応していただけるという

ことで了解が得られたことから、常勤はしない、緊急時に駆けつけられる体制で対応する
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という職員配置にしたところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 確かに病院の施設内にはつくられてはいますけれども、今小児科外来と

救急外来ということをおっしゃったので、多分本館から駆けつけてくる形になると思うの

ですけれども、本当に一刻一秒を争うような、例えばアレルギー症状が出て、呼吸困難に

なってとかそういったような状況が発生した場合には、隣に健診センターがあって、健診

センターにも看護師さんがいらっしゃると思うのですけれども、そういった方がすぐ駆け

つけるわけではなく、あくまでも専門の救急と小児科の外来の看護師さんが駆けつけると

いう、それでもう決まってしまうのですか。それは、あくまでも原則として小児科、救急

の外来の看護師さんが来るのだけれども、本当に緊急、一刻を争う場合には臨機応変の措

置として、すぐ隣に健診センターがあって、看護師さんがいらっしゃるでしょうから、そ

ういったような方が駆けつけるような体制になっていないと、病院の施設内にあるといっ

ても本館と南館の間は渡り廊下があったり、市道が走っていたりしますので、特に冬場等

に関しましては駆けつけるといってもなかなかそうすぐにはいかないのかなというふうに

思うのですけれども、その辺は病院のほうとどのように協議をされていますか。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 この看護師の対応につきましては、市立病院の小児科医師

のほうにもご意見等を伺いながら検討してきた経過がございます。子供を診るということ

で、看護師に当たっても専門に小児科、小児を扱う看護師のほうが適正に対応できるとい

うことで、やはりここは小児科外来の看護師に対応していただくことを中心にこの対応策

を考えたところでございます。また、緊急時の場合は、まず外来、また所管の看護師さん

のほうに連絡をして、逆に来てもらう前にこちらから子供を連れて受診させるという場合

もあろうかというふうに思います。その子供の病状に合わせた対応を心がけていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 それでは、病児・病後児保育施設設置条例ということで、昨日も総括質

疑がありながら、ある部分では聞き漏らしたり、理解し切れないところがありますので、

再度確認も含めながらお聞きしたいと思います。

第６条、対象児童及び定員のところであるのですけれども、この中には１項があって、

１号、２号、３号、４号ということであるのですけれども、この中で（３）、３号だと思

うのですが、児童の保護者の就労、疾病、出産その他やむを得ない理由により一時的に家

庭における保育の実施が困難であると認められることということがあるのですけれども、

１項のところを見ますと、１号、２号、３号、４号とありますが、次の各号のいずれにも

該当するといったことでものっているのですけれども、基本的にこの３号の適用の場合は

１号、２号も含めて対応というか、該当していなければ（３）、３号のことは対応として
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該当することになるのか、ならないのか、これをまず初めに聞かせていただきたいと思い

ます。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 これは、１号から３号全てこの要件を満たしていることが

利用の条件となるものでございます。

〇委員長 北谷文夫君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 この要件に該当していなければということで、ということは１号、２号

に該当していなければ、例えば就労だとか疾病、まさに出産等にかかわっていてもここの

ところの今回の条例の適用にはならないというふうに理解しておいていいのか、再度確認

でお願いいたします。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 対象児童の要件でございますが、ここの第６条の１項１号

から４号まで全て該当する方が対象児童となる要件としているところでございます。ただ、

この子供さんについては、現在児童福祉施設を利用されているということで、その中で保

護者が共働き等で一時的なそういう保育に欠ける状況にある児童を想定しているものでご

ざいます。仮にお父さんが働いていて、お母さんが妊娠した、また出産間近になって子供

の面倒をふだんは見ていたのだけれども、見られる状況にないというような場合はこの要

件に合致いたしますので、利用ができるというような状況になってございます。

〇委員長 北谷文夫君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 何となくしかちょっと私理解できないのですけれども、基本的には１号、

２号に該当していなければ対象が難しいのかなと思っているのですけれども、この辺はま

ず今回初めての条例なので、やっていただきながらいろんな部分で問題があればしっかり

とやっていただきたいと思うのですが、それで第６条の１項の２号、この中で幼稚園も入

っておりますし、この規則の中を見ましても広域入所で市外にいて、砂川市内の施設、こ

こでうたわれているところに入っているところについては、市外で利用料金ということも

規則にのっておりますから、ただこの逆の場合、例えば砂川市内に住んでいながら砂川市

以外の幼稚園、もしくは事業所の保育所を含めて入っている方たちは、これは対象として

なるのか、ならないのか、この辺も聞かせていただきたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 今回の対象児童の要件でございますが、砂川市民で市外の

施設を利用している方、今回はあくまでも市内保育施設等の利用児童が対象となる場合で

ございます。ただ、こちらの条例では、ただし書きで書いてございますように、市長が特

に必要と認めたときはこの限りでないというようなことになってございます。例えば保育

所につきましては、中空知５市５町で広域利用の協定を結んでございます。やむを得ない

事情によりまして市外の保育所を利用するような状況になっているような場合、それらの
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状況も加味しながら、利用等の申請があった場合は検討していきたいと。利用の対応につ

いて検討していきたいというふうに考えているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 市長が特に認める場合といったことでの適用範囲になるのかなというふ

うに思いますが、ただこれだけで見ますと、結構砂川市以外の幼稚園とか働いているとこ

ろの事業所の保育所とかに預けている人方もいて、砂川市在住ですから。ただ、これだけ

を見ると、その人方は何をもってこれを知るのかなという部分では非常に難しいところが

あるのかなと。であれば、これは今後施行された後そういった部分も含めてきちんとした

ＰＲというか、周知をしていくことも必要なのかなと思うのですけれども、この辺の考え

方というのはどうなのかなと思うのですけれども。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 この病児・病後児保育事業、事業の制度、さらには利用等

のあり方につきましても、きちんと市民に周知を図りながら対応していきたいというふう

に思います。それぞれいろいろな相談もあるかと思いますが、それらの状況を踏まえなが

らきちんと対応していきたいというふうに考えているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 より一層周知というか、ＰＲもしっかりやっていただきたいと思うので

すが、そういった場合に市長が特に認めるということで、これを利用した場合の利用料の

関係、市外の方が砂川市内の施設を利用した場合は３，０００円、市内の方は２，０００

円ということになりますけれども、この辺の利用料の関係というのはどういうふうにかか

わってくるのか、その辺の考えがあるのだったら聞かせていただきたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 今回の利用料、負担金の設定の考えでございますけれども、

利用する保護者におかれましては、既存の保育施設等の保育料を負担しつつ、別途子供さ

んが病気になったときやむを得ず当該施設利用料を負担するということになりますことか

ら、二重に保育料がかかるということもありますので、過度な負担と感じられない程度の

料金とすべきであろうというふうに考えたところでございます。また、同様の病児・病後

児保育事業を実施している道内自治体の設定料金等も参考にしながら、１日の利用料金、

基本額２，０００円ということで設定させていただいたところでございます。

また、市外の方も一部例えば院内保育所、看護師さんについては市外居住者もいらっし

ゃいます。幼稚園のほうも少数でございますが、市外から通われている方がいるというこ

とで、これらを利用させるに当たりましてはやはり市民とある一定の差をつけるべきであ

ろうということで、１，０００円の格差をつけさせていただいたところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 この件については大体理解をさせていただきました。
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それで、次の関係ですけれども、定員が３名ということで、昨日も総括質疑を通しなが

らいろんな答弁もされたかと思うのですが、ここで施行規則のほうを見ると、利用の不承

諾、第６条の中でも利用定員を超えたときは認めることは難しいですねということをうた

っております。３人というのは、昨日の総括質疑を通してもこれを事前に実施していると

ころと大体人数的には変わらないといったことなので、まずは一回初めてのことであって

実施していきましょうということなので、その辺は理解するのですけれども、この辺３名

の定員で、３名が定員になってしまった場合改めて受け入れというのは難しいといいなが

ら、ここの項目にはまた市長が特に認める場合といったことがあるのですけれども、この

辺の対応というのはどういうふうに考えているのか聞かせていただきたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 こちらの病児・病後児保育室のほうなのですけれども、こ

ちらは３室用意してございます。今回条例上では利用定員を３名ということで設定させて

いただきました。こちらの定員の扱いにつきましては、病気の子供を扱う、安静に保育を

する必要がある対応上の観点からも、この定員については基本的に守っていきたいという

ふうに考えてございます。このことによりまして利用者の方につきましては、定員のある

ことをご理解していただくとともに、利用に当たっては運営上あらかじめ仮予約をしてい

ただくこととしております。その際やはり申し込み順ということになろうかと思いますの

で、このこともお話しして、ご理解いただきながら運営していきたいというふうに考えて

いるところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 最後に、基本的には３人の定員で、３人をしっかりと守っていきたいと

いうことで、恐らくあとは市長が特に認める場合といったことで、こういった場合は何か

いろんな方策を考えていただけるのかなということを期待しながら、私の質疑はこれで終

わりたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第５号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第５号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第６号 砂川市移住定住促進住宅管理条例の制定についての審査に入りま
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す。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 きのうも総括質疑等でお伺いをしているので、本来であれば総括で市長

のお考えを伺いたかったところなのですが、たまたまけさの北海道新聞の朝刊に中空知１

０市町の移住者向けの住宅支援の特集が出ていました。この中ではいろんなことが述べら

れているのですけれども、結局はパイの奪い合いになって、中空知の圏域の中で人口を回

しているだけではないかと。それぞれの自治体がこういう移住者向けの住宅支援に力を入

れて、自治体間競争を行っているわけでありますけれども、域外から連れてこないと人口

はふえないだろうというふうな記事であります。ここには匿名で書かれているのですけれ

ども、中空知のある首長は人を呼び込む政策がうちだけないのは避けたいと。そういうよ

うな形になってしまえば、結局本来の移住者をふやしていくという施策とちょっと乖離し

ているのかなというふうに思いますし、こちらでは砂川市の政策調整課長のインタビュー

の記事も出ていますけれども、その後には隣の滝川市でも移住者向けの住宅制度の導入を

検討中だと。結局みんなが横並びでこういうことを始めれば、制度として整えてもこれは

人口の本当の増加ということには何にも役に立ちませんし、せっかくこの地域を滝川市、

砂川市が中心市となって定住自立圏の協定を締結しているわけですから、どこの自治体も

これから生き残っていく上で人口の維持というのは課題になってくるのでしょうけれども、

もうちょっとすみ分けとかゾーニングとかを徹底しないといけないのかなと。特に私はこ

の移住者向けの住宅に関しては、昨年の６月と９月に一般質問して、市長の見解も伺いま

したけれども、これはきのうの総括でも触れたように善岡市長の目玉政策として、移住者

をふやして、人口をふやしていこうと。さらには、その中には子育て世帯もふやしていこ

うという目的もあるわけでありますけれども、市長、きょうのこの道新の朝刊の記事を見

られたかどうかわかりませんけれども、今そういうような状態にある中で市長としてせっ

かくこういう施策を取り入れるわけですから、きのう総括でこの記事が出ていなかったの

で、触れられませんでしたけれども、市長の思いというものをお伺いしたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 市長。

〇市長 善岡雅文君 道新の記事は、きょう朝役所に来て見ましたけれども、ほかの市町

村のことを私とやかくいう気はございませんけれども、例えば住宅の助成は恐らく、当時

菊谷市長の時代ですけれども、中心市街地が空洞化しているから、他市から呼ぼうという

ことではなくて、コンパクトシティーで病院の周り、中心市街地に人を呼び込もうという

ことで、市外の人よりも市内の離れている方々を中心地に呼び込もうという制度であの制

度を発足したもので、今もそうですけれども、あれで市外から砂川に来るというのは恐ら

く直接的な因果関係はないだろうと。それは、やっぱりそのまちの魅力なり、何かがない

と子育ても含めて移ってくるなんていうことは、あの制度ではなかなか想定しづらいなと。
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ただ、私がなぜ公務員住宅に着手したかというと、何回も言っていますけれども、砂川の

家賃体系と実際の公営住宅の家賃、または所得水準からいうと砂川に子育ての住宅が少な

いと。だから、いたいのだけれども、いられないというのが不動産業者に何回も問い合わ

せが来ていると。それを行政が放っておくのは無策だろうと。そこのところはいたい人が

いられるようにするためには、ああいう制度で何とか砂川にも子育て世帯が住めるように

しようというのがもともとの発端でございますけれども、新聞に書いてあるとおり、その

まちに魅力がないと人はなかなか住まないと。それは、学校の問題であったり、医療の問

題であったり、子育てであったり、いろんな問題があるわけでございまして、それを横並

びでみんなが同じことをやっても金太郎あめになるだけで、そのまちがどんな魅力を自分

のまちに合ったまちづくり、それはほかとは違う特色を出していかないと、そのすみ分け

をしないとならないと。それで、定住自立圏で５市５町の中でそれをすみ分けしましょう

と。例えば医療であったら砂川市だと。砂川は、子供を産める病院を持っていると。だか

ら、その中で子育てなり、２０代、３０代の女性の比率がすごく高いと。それをどうやっ

て誘導しながら定住させていったらいいのだろうかと。それは、婚活であったり、産んだ

後の子育ての支援策を病児・病後児保育であったり、幼稚園や保育所の子供を産みやすい

ように２子目、３子目を所得制限なしにしてでも特化しながらそこに重点的にいこうと。

そしたら、医療費の無料化もあるではないかという話もございました。本州の事例を見る

と、医療費の無料化をみんながやってしまって、結局経常経費を上げただけで効果がなか

ったというのが本州の事例でございまして、県単位でみんなで競ってやったのだけれども、

みんながやったら同じことということで、大きい市ほど支出がふえてしまったと。それは

子供の数が多いから。小さいところは少ないので、支出は少なくて済んでいるのですけれ

ども、これは全然やらないとか否定するわけではないのですけれども、病気になるか、な

らないかというのは個人差があって、期待感が薄いというのが検証の結果なのです。直接

補助でも余り病気にならない子供にとっては、恩恵が少ないと言っていいのかどうかちょ

っと難しいところがございますが、病気にかかる人ほど恩恵を受けるのだけれども、それ

が直接的な動機になるかどうかというのは薄かったというのが本州のほうの事例であって、

それよりも直接的に子供を産んだときに経費がかからないようにしようとかというほうが

動機づけが高いだろうというのがあって、砂川の場合は唯一産める病院があるから、それ

に特化した中で婚活から始まり、そして共稼ぎもできるように病児・病後児保育施設をつ

くるなり、または子供をつくった方については負担がふえるので、幼稚園なり、保育所の

２人目、３人目の所得制限を国でつけましたけれども、うちは撤廃してでもそこはそっち

のほうに特化しながら、病院を中心とした特化したまちづくりでそれをいかに宣伝しなが

ら、砂川に持ってくるというより今いる者についてをここに定住しながら、人口をふやす

というよりどうやろうが減っていく時代に入っているのですけれども、その減らし方をい

かに抑えながら持続可能なまちをつくっていこうかというのが私の基本的な考えでござい
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ます。

ただ、総務省あたりに行くと、圏域全体で競い合いながらいろいろやって、圏域全体で

人口が確保されたらいいのではないかという意見も総務省の中にないわけではないのです

けれども、それというのは普通交付税で縛りをつけているので、各市町村が躍起になるに

もある程度地方版の総合戦略で目標数値を定めているものですから、それに到達しないと

頑張っていないという見方をするような制度なものですから、何とかその期間に少しでも

ふやそうかという自治体があるのも事実でございますけれども、それが本当に持続可能か

といったら、まちの魅力のないところに行く人は少数であって、それは学校の問題とか病

院の問題だとかいろんな問題があります。それを総合的にそのまちの魅力を出さない限り

持続可能な定住策にはならないだろうというのは私自身も十分承知しておりまして、この

新聞の書き方がいいか、悪いかは論評しませんけれども、うちの家の制度はもともと定住

化というよりは中心市街地が空洞化するので、コンパクトなまちづくりのためにそこに誘

導しましょうというのと、議員さんからもご指摘があったけれども、今建築工事が減って

きている中で何とか市内の建築業者もそこをやれるような状況もあわせて取り組んだ制度

で、あれでほかから来るとは私は正直言って思えないし、それよりももっと砂川の特色の

あるところに力を入れていくべきかなというふうに思っているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 市長の思いはわかりました。

一般の方からすると行政から出された情報よりも、新聞をとられている方が減ったとは

いいながらも新聞の影響力って大きいと思います。今市長の言われたようなことがこの中

に書かれているかというと、単に移住者向け住宅ということで一くくりにされています。

ただ、砂川市が今これから整備しようとしている住宅は、既に市内企業にお勤めになられ

ている方で、例えば子育ての方とか多子世帯の方とか、そういったような方を砂川市に誘

導してこようというものなので、この新聞に書いてあるように圏域外とか、それから道外

から人を連れてくる移住者とは一線を画さないといけないのかなと。そうはいいながらも

新聞報道でこういう書き方をされてしまうと、あたかも我々が今目指していく方向性の趣

旨がぼけていくのかなというふうに思うものですから、くどいようですけれども、きのう

も総括質疑の中で私も触れましたけれども、これから公募をかけるに当たってはしっかり

とした情報を出していくこともそうですし、砂川市内で今現在働いている方が対象になっ

てくると思いますので、本当に繰り返しになりますけれども、大小かかわらずいろんな企

業とか、個人事業主でも通っている方もいらっしゃいますので、そういったような方に対

する情報の発信というのも決して従前どおりではない形での周知というものに努めていた

だきたいと思いますけれども、その点だけ事務方に１点お伺いして終えたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 本物件のＰＲの仕方等につきまして昨日部長のほうからも
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申し上げましたけれども、議会後も今考えていた周知方法、それから昨日も出ましたけれ

ども、現場の内覧等につきまして予定はしておりましたけれども、その辺のスケジュール

を詰めまして、全体のスケジュールの中で調整をするように打ち合わせをしまして、周知

のほうにつきましても配るもの、それから配る先について検討を始めておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

〇委員長 北谷文夫君 他にございませんか。

武田真委員の質疑は休憩後に行います。

１０分間休憩いたします。

休憩 午前１１時０３分

再開 午前１１時１１分

〇委員長 北谷文夫君 休憩中の委員会を再開いたします。

武田真委員の質疑を許します。

〇武田 真委員 それでは、議案第６号 砂川市移住定住促進住宅管理条例について、昨

日の総括質疑及び先ほどの議論を踏まえて１点だけ確認させていただきたいと思います。

まず、１条の趣旨についてなのですけれども、通常こうした法律、条例を作成する場合、

目的規定あるいは趣旨規定がこういった形で置かれるのが一般的なのですけれども、先ほ

どのお話を伺っていますとこの条例は単なる施設の設置条例ということではなくて、政策

的な条例の意味合いもあるということなのですが、そうしますとこの趣旨ということでは

なく目的ということで政策の趣旨、立法動機その他、市長の思いを先ほどいろいろお伺い

しましたが、そうしたものをここに目的ということで設置していくのが本来の形ではない

のかなというふうな考えを私持っているのですが、庁内でこの条例を起案する段階でそう

した議論がなかったのかなというのをまずお伺いしたいなと思います。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 まず、第１条の趣旨が目的と該当するかどうかの検討がな

されたかというご質問だと思います。こちらの趣旨につきましては、おっしゃられたとお

りに目的、趣旨について内容を含めまして法制係と検討をいたしまして、ここに書かれた

内容については趣旨ということで条例の中ではうたうということで決定をいたしたところ

でございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田真委員。

〇武田 真委員 先ほど道新の他の地域から人を吸い取るだけではないか、そういった事

業はこの近辺で進められているのではないかというようなお話だったと思うのですけれど

も、決してこの事業はそうではないということを強調するのであれば、先ほどの市長の思

いというのをここにのせて、この事業はこのような目的でつくっていると。単なる他地域

から人を吸い上げるための事業ではないということを高らかと宣言するのが恐らくこの趣

旨、目的という形でのせていくのではないかと。そういった政策目的条例という意味であ
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れば、そういったことを後世の人にもわかるような形でのせていくのが趣旨ではないかな

と私は考えるのですけれども、もう一度その辺の考えをお伺いしたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 本事業が移住定住の大きな政策的な目的でなされる事業だ

ということで、そこについてはここに述べるべきではないかというようなお話だと思いま

す。これにつきましては、今回やります移住定住促進住宅というのが移住定住にかかわる

今までなかったタイプではありますけれども、政策としていろんな政策を移住定住でやっ

ております。その中の一つの方策として今回これを出させていただいているということか

らして、そのような考え方でこの趣旨をまとめているというところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 武田真委員。

〇武田 真委員 そういうことなのでしょうけれども、ただ先ほど市長のいろいろな思い

を語っていただいたのですが、その中で持続可能なまちづくりというのがこの事業の背景

にあるということが明らかになったと思うのですけれども、そういった背景があった上で

このような事業を組み立てたのだということを目的の中で記載すると。現在の趣旨の３行

では、そういったものが市民にも伝わらないと。市長の思いもこの条例を読む限りは、言

い方は悪いですけれども、他の自治体の人を吸い上げる目的の事業と何ら変わらないよう

に読み込めるわけです。やはりそこはこの背景をきちんと書いて、市長の目玉事業である

と、政策事業であるということであればその辺の背景をきちんと書いた上で、ゆえに移住

定住の促進を図るためにこの事業を行うというのが本来の姿ではなかったのかなと私は考

えるのですけれども、もう一度その点を踏まえてご回答いただきたいなと思います。

〇委員長 北谷文夫君 市長。

〇市長 善岡雅文君 私法制の専門家ではございませんけれども、私の思いというのは病

院から始まって、子育て政策から全部つながっている一連のものを条例の中にそれを一々

盛り込むということは、従来からも政策的なものであっても住宅奨励の補助についてもそ

こまでは書き込んでいないと。これだけ特別子育てから全部長く書くというのはちょっと

無理であって、そういう条文は恐らく従来からも砂川市に限らずそこまで目的には書き込

まないというふうに私は理解しているので、それを書くと長いことになってしまって、一

体この条例は何なのかという誤解を招きかねないので、私は今の現行のあの書き方で十分

だというふうに、あとは発信力の問題で、市長があちこち行ったときに、または原課のほ

うが趣旨説明するときにそういう説明をすれば私は十分用は足りるのだろうというふうに

思いますし、別に新聞が書かれたからといってそれをそんなに意識する必要はないのでは

ないかと。恐らく新聞はああいう視点を持っているから、ああいう書き方をしましたけれ

ども、その自治体が何を目指してやっているかという基本線が議会と、それから行政の間

で共有できていれば、私はそれでよろしいのだろうというふうに思っていますので、その

辺でご理解いただければというふうに思っています。
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〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 何点かお伺いしたいのですけれども、家賃の関係なのですけれども、こ

のたび月額４万６，０００円ということで家賃が設定されていますけれども、この根拠っ

てどこなのかをお伺いします。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 今回条例のほうで出させていただいています家賃の根拠と

いうご質問でございます。こちらにつきましては、公営住宅でございますので、公営住宅

法を参考に再建築価格と、それから経年、減価償却、必要経費等を勘案しまして、この数

字に至っているところでございます。中については、構成としては管理費等のものも含ま

れているところであります。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 何だかよくわからないのだけれども、これは公営住宅なのですね、位置

づけとしては。となると、ほかの公営住宅とある程度整合性を持ってこないとまずいです

よね。だとすれば例えば共有部分に係る費用は市の負担とするとここにあるのです、１５

条。住居に困っている人の公営住宅、一般の公営住宅です、そこはそれこそ廊下の電気代

だとかみんな自分たちで払うではないですか。だけれども、ここは共用部分の費用は市の

負担とするというふうになっているわけです。これって何か妙ではないですか。随分サー

ビスが行き過ぎていませんか。その辺のところは、公営住宅だとすればどういう整合性が

持たれてこういうふうに決められたのかお伺いしたいと思うのですけれども。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 家賃の算定方法につきましては、公営住宅の考え方でござ

いますけれども、今回のこの公営住宅につきましては住宅に困窮されている方、一般の方

が入る公営住宅ではなく、移住定住を目的とした住宅でございます。ということもありま

して、共用部の電気代、それから附帯になるものについては大家のほうで見ていくという

考え方で家賃設定等を考えているところであります。

〔「共用部分は」との声あり〕

共用部分の電気代につきましては、家賃のほうに含ませていただいております。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 その第１５条の入居者の負担する費用の中の共用部分に係る費用は市の

負担とするというのは、どういう共用部分なのですか。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 共用部分につきましては、共同の階段室、それから屋外に

も共用部分がございますけれども、そちらについては管理等について市が負担するという

ことでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 だから、そこが住宅に困って低所得者の人ですら自分たちでお金を払っ

ているわけでしょう、普通の公営住宅は。共益費という形でみんな払っているではないで

すか、自治会をつくって。何でここはこんなにやらなければならないの。移住定住だから

ということですか。

それとあわせて駐車場の料金なのですけれども、駐車場の料金だと１台につき月額１，

５００円ということになっているのですけれども、ここもどういう根拠なのだろうと思う

わけです。アスファルト舗装もちゃんとして、きちんとした８区画をつくっているはずな

のですけれども、普通は１区画について幾らということだと思うのです。でも、１台につ

きということは、１家庭で２台持っているところも多いから、そこだったら３，０００円

ということになるということなのですか。そこの根拠です。公営住宅の駐車料を出すとき

というのは相当細かい計算をして、それぞれ幾らということにしてあるのですけれども、

私は月額４万６，０００円の家賃というのが３０年、４０年近くたっているものをただリ

フォームしたということでいくならば、しかももし小学校の子供が来ると空知太まで多分

バス通をしなければいけないというこの状況の中では、やってみないとわからないけれど

も、結構高いかなと思ったりするのです。もしかすると収支状況もきちんと考えて４万６，

０００円というのを設定されたのかなと。つまり今後１０年どういう収入が入って、１０

年ぐらいになったらまた手直しをしなければならないというようなことも考えられたのか

なというところなのですけれども、先ほどの話だと公営住宅なので、公営住宅と……根拠

のところなのですけれども、そういう根拠ではないのですか。将来的にどうで、そこから

割り返していったら月４万６，０００円になったということではないということでしょう

か。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 家賃の話にまた一回戻りますけれども、家賃につきまして

は今小黒委員がおっしゃったように建設費、購入費、必要な経費、減価償却、それから修

繕費、いろいろな項目を勘案しまして家賃を算出しております。共用部の電気代につきま

しても家賃に含まれておりますし、その中にリース料とか敷地内の除雪、除草の管理費も

含まれてこの金額になっております。

続きまして、駐車場でございますけれども、駐車場は市内の公営住宅の駐車場料金をも

とに考えをまとめておりまして、ここの移住定住促進住宅については市内の公営住宅と比

べまして対面式のような共用部分の通路を含んでいないという構成になっています。現在

整備しているものについては、住宅の横、即接道という形で、供用通路部分、車道の部分

がほとんどない状態というところで、建設費のほうもほかの公営住宅のところよりも軽減

されているということから、この金額に落ちついているというところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 予算の関係があるので、そっちまでいかれなかったのですけれども、そ
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こは言わないですけれども、いわゆる除草代とか除雪代とか今の共用部分とかを市が負担

するのだけれども、家賃にそこを入れてしまっているということなのですね。そうすると、

もともと普通でいう家賃、部屋を借りるための家賃というのはもっと安いということなの

ですね、きっと、考え方としては。そう考えればいいということかな。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 小黒委員のおっしゃるとおりでございます。

〇委員長 北谷文夫君 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、これで議案第６号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第６号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定についての審

査に入ります。

これより質疑に入ります。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第７号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第７号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第８号 砂川市税条例の一部を改正する条例の制定についての審査に入り

ます。

これより質疑に入ります。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第８号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第８号を採決します。

本案を、原案のとおりに決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第９号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての審査に

入ります。

これより質疑に入ります。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第９号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第９号を採決します。

本案を、原案のとおりに決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１０号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結に

ついての審査に入ります。

これより質疑に入ります。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１０号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１０号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１１号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結に

ついての審査に入ります。

質疑に入ります。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１１号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１１号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１２号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結に

ついての審査に入ります。

質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１２号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１２号を採決します。

本案を、原案のとおりに決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１３号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結に

ついての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１３号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１３号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１４号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結に

ついての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１４号の質疑を終わります。
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続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１４号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１５号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結に

ついての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１５号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１５号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１６号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結に

ついての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１６号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１６号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１７号 定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結に

ついての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕



－30－

これで議案第１７号の質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１７号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

これより補正予算に入ります。議案第１号 平成２８年度砂川市一般会計補正予算の歳

出から審査に入ります。

それでは、２２ページ、第２款総務費、第１項総務管理費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に進みます。第２項徴税費、ございませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 市税の賦課の事務に要する経費ということで３０万円計上されています

けれども、昨日の提案説明の中では、相続人が不明等のその相続財産管理人を申し立てる

費用ということで提案説明を受けましたけれども、裁判所のホームページ等で調べるとそ

れに係る経費として収入印紙代として８００円、それから官報公告代として３，７７５円

の合わせて４，１７５円だと思うのですが、そうするとこの３０万円という費用だとかな

りの件数になると思うのですけれども、今回予算を組むに当たってどれぐらいの件数と、

手数料は今私の言ったもので正確なのかどうかということを確認としてお伺いしたいと思

います。

〇委員長 北谷文夫君 税務課長。

〇税務課長 為国修一君 申し立てにかかわる費用の関係だと思いますけれども、今回の

補正予算３０万円を計上させていただいたのは、１件に対しての申し立て費用となります。

それで、申し立て費用の内訳といたしましては、先ほど申しました官報公告手数料、これ

が３，７７５円、それと印紙代として８００円、それと切手代として５００円前後、これ

は売却先が見つかろうと、見つかるまいとかかる費用ということになります。それで、こ

のほかに３０万円を積んでいる理由といたしましては、相続財産管理人の報酬額というの

をこの予納金のほうに積んであるということであります。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 報酬が入っているということが今わかったので、納得したのですけれど

も、そうすると市内で相続人不明の事態が多数生じているわけではないということで、今

回あくまでもこの１件に限っての申し立ての費用の総額という理解で多分いいと思うので

すけれども、今後市内にも空き家等もふえていますし、相続人がまさに市外に転出してし
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まって、なかなか権利関係が複雑になっているような事態も想定されるのですけれども、

それは今回のように個々別々に補正予算等で対応していくという考えでよろしいのかどう

かだけ伺って終えたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 税務課長。

〇税務課長 為国修一君 先ほどの報酬の関係ですけれども、これは売却がされましたら

この予納金から支出するのではなくて、その売却益の中から報酬が支払われるということ

になっております。

それから、相続人が不明となって空き家が昨今ふえている状況にあるということで、市

においても空き家対策に力を入れる中で税務課としても早い時期から、建物が老朽化して

誰も買い手のつかないような物件になる前にそういった物件の売却先が見つかるかどうか、

これを隣近所ですとか不動産屋さんですとか、そういうところに働きかけを行って、極力

早目に売却をするというようなお役立てをしたい。そういう売却先が見つかった場合には、

都度こういった補正予算を組んで執行してまいりたいというふうに考えております。

〇委員長 北谷文夫君 次に進みます。２４ページ、第３款民生費、第２項児童福祉費、

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、次に進みます。２６ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費、ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に進みます。２８ページ、第６款農林費、第１項農業費。

増山委員。

〇増山裕司委員 農業振興費、環境保全型農業直接支払交付金１２９万２，０００円につ

いて質疑します。

きのうちょっと聞き漏らしたのですけれども、地球温暖化云々とおっしゃっていたよう

な気がしたのですが、早口で聞き取れなかったので、申しわけないのですけれども、いま

一度趣旨をまずお聞かせください。

〇委員長 北谷文夫君 農政課長。

〇農政課長 小林哲也君 環境保全型農業直接支払交付金ですけれども、農業分野の有す

る環境保全機能を発揮させるため、地球温暖化防止や生物多様性保全などに効果の高い営

農活動に取り組む農業団体に対して当該営農活動の実施に伴う追加的なコストを支援する

事業でございます。

〇委員長 北谷文夫君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 今農業団体とおっしゃいましたよね。農家個人ではなくて、例えば新砂

川農協とかそういうような農業団体に支給するようなものなのですか。

〇委員長 北谷文夫君 農政課長。
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〇農政課長 小林哲也君 当該事業に取り組む農業者団体ということで、集落の中でそう

いう団体を結成して取り組んでもらっても構いませんし、既存の例えば今交付対象となっ

ているのはＪＡの特栽米生産組合等、そういう団体で取り組む活動をしていただける団体

ということになっております。

〇委員長 北谷文夫君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 今の件についてはわかりました。

次に、産地パワーアップ事業補助金、これもきのう聞き漏らしたのですけれども、ヒマ

ワリに関してハウスをつくる補助金というようなことで伺ったような気がするのですけれ

ども、いま一度趣旨について教えてください。

〇委員長 北谷文夫君 農政課長。

〇農政課長 小林哲也君 当該事業につきましては、ＴＰＰ協定による新たな国際環境の

もとで、産地が創意工夫をして地域が一丸となって収益の強化や栽培体系の転換を図るた

めの取り組みについて支援する事業でございます。この事業につきましては、国の平成２

７年度の補正予算で新たに創設された事業でございます。

それで、ひまわりグループでの取り組みにつきましては、二重被服と循環扇を導入する

パイプハウスの設置をいたしまして、生産力、販売額のアップを狙っていくという計画の

中で補助を実施するものでございます。

〇委員長 北谷文夫君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 今のヒマワリのやつなのですけれども、上砂川線のほうに行くと那須さ

んのお宅のあたりにヒマワリがいっぱい咲いています。あれ観光用のヒマワリなのですけ

れども、今の課長のおっしゃったのはああいうのはちょっと違うように聞こえたのですが、

どういうようなヒマワリをつくって、それをどのように活用していくのか、その辺はいか

がなのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 農政課長。

〇農政課長 小林哲也君 今回の砂川ひまわりグループは、ミニヒマワリをハウスで生産

しておりまして、観賞用として出荷をしております。

〇委員長 北谷文夫君 次に進みます。３０ページ、第７款商工費、第１項商工費、ござ

いませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 まず、商工振興費のところで農商工連携促進補助金ということで１０万

円計上されていますけれども、従前も米粉等を活用した新産品の開発等が行われていたか

と思うのですが、今回また補助を出すということで、この前に続いての何か引き続きの形

でまた出てくるものなのか、それともまた別の対象団体とかが生まれて、こういったよう

なものが必要になってきたのかということをまず最初にお伺いしたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。
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〇商工労働観光課長 山下克己君 今回の申請者については、別のものということで、砂

川フレップラボという団体になります。こちらの団体につきましては、元地域おこし協力

隊が会長となりまして、砂川ならではの特色あるオリジナル製品を開発することを目的に

つくられた会となっております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 この補助金を出すに当たって、いろんな砂川の新商品の開発ということ

なのですけれども、この商品の開発の対象となるものが例えば食べ物であるですとか、そ

ういった分野というものは限定されているものなのか。それとも、それ以外に例えばキャ

ラクター的なもの等も含めて、そういったようなものも含めて農商工連携という一環で使

えるものなのかどうかということはどうなっているのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 市内の農産物などを利用してやるということですので、

今現在はキャラクター等は想定しておりませんが、農商工連携の一環として考えておりま

す。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 ここでせっかく新商品を開発したとしても、それがどういった形で市内

に広まっていくのか、さらには市外に広まっていくかということも考えないといけないの

ですけれども、ここでの補助金というのはあくまでも新商品の開発に対する補助金ですか

ら、その後新商品が開発をされて、誰がどのような段階で評価するかわかりませんけれど

も、これを市外にどう広めていくのかということは開発した個人あるいは団体が個々別々

の努力でやっていくということなのか、この補助金をてこにまた新たな支援というものが

市のほうからも受けられるようになっていくのか、その辺というのはどうなっていますか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 この連携促進助成金につきましては、新商品の開発に

かかわるものということで特定されておりますが、その後どのような補助制度等を利用で

きるかは事業の内容等を十分相談を受けまして、その中で対応できるものがあれば市とし

ても対応していきたいというふうに考えております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 次に、地域おこし協力隊の起業支援補助金ということなのですけれども、

１００万円計上されているのですが、今市のほうで、提案理由の説明の中では大ざっぱな

説明だったのですけれども、どういった支援のところまでこの補助金が対象となって使え

るものなのかということをお伺いしたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 補助の対象経費ということでお答えさせていただきた

いと思います。
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今考えて該当するものとしましては、設備費、備品費、土地・建物の賃借費、また法人

登記に要する経費、知的財産登録に要する経費、マーケティングに要する経費、技術指導

受け入れに要する経費を想定しております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 この地域おこし協力隊起業支援補助金の対象になるのは現在の地域おこ

し協力隊として活動されている方なのか、今砂川から離れられた方もいらっしゃいますけ

れども、そういったような方も申請すれば補助が受けられるようなものなのか、その辺と

いうのはどうなっているのですか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 補助対象者につきましては、地域おこし協力隊の任期

終了の日から起算して前１年以内の者、また任期終了の日から１年以内の者となっており

ます。その中で市内で起業をして、市内の商工振興にかかわる方ということでありますの

で、もちろん任期が切れた方、現在任期がある方も更新は１年ということですので、対象

になるということになっております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 この１００万円の予算を計上するに当たって、補助には上限というもの

が決まっていますから、その上限額は幾らぐらいで、どれぐらいの件数を想定してこの事

業を見込んで予算として計上しているのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 補助対象経費につきましては１人当たりで、対象経費

の合算した額の１０分の１０以内と考えておりまして、１００万円を限度としております。

今回の予算につきましては、一応１人の限度額ということで想定しております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 となると、１人に１００万の補助を出すということですから、当然起業

するということでいろんなチャレンジがあってもいいと思うのですけれども、一方で税金

を使うわけですから、しっかりとした厳密な審査を行っていかなければならないのですが、

その辺の審査というのはあくまでも商工、今部長と課長いらっしゃいますけれども、どう

いうような形で審査がなされるのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 当然本人からの申請をもとに審査していく形になりま

すが、もちろん資金計画ですとかそういうものもしっかり精査した中で経済部として考え

ていきたいというふうに考えております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 経済部は、地域おこし協力隊とのかかわりというのはすごく長いですし、

当然人間関係が濃厚になっていきますから、公平性ということを考えれば私はこういう補
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助の申請には第三者的な違う部署の方も含めて総合的に検討するべきかなと思うのですけ

れども、今現在そういったようなお考えというのはないのかどうかということと、やはり

税金を使うわけでありますので、その辺もしっかりと今後私のほうから指摘をして考えて

いただきたいと思うのですが、その辺についてはどうお考えなのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 こちらにつきましては、商工振興という観点でしっか

り我々も精査してまいりたいと思いますが、地域おこし協力隊は現在ＳｕＢＡＣｏに配置

していることもありますが、政策調整課でも配置していることもあり、今後ふえる可能性

もあることから、そういう原課とも十分対応について情報交換しながら進めていきたいと

いうふうに考えております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 次に、イベント用物品倉庫の建設なのですけれども、これは建設予定地

としてはどこの場所を今考えているのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 現在のところ車両センターの土地を考えております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 今回この予算が通ってから直ちに入っていくのでしょうけれども、工期

的なものとしていつぐらいに完成をして、豊中の解体と並行して行っていくので、現在旧

豊中の中にある物品も搬入をしていかないといけないのですけれども、その辺のスケジュ

ール的なものをお伺いして質疑を終えたいと思います。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 本年度実施設計を行い、来年度早い時期に入札を行い、

建築業者が決まりましたらすぐに着工ということで考えておりますが、旧豊沼中学校の解

体も並行的に行われ、その解体に影響の出ないような日程で進めていきたいというふうに

考えております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 最後と言ったのですけれども、そうすると具体的に終わりの時期は、今

の段階でめどとしてはまだ特に持っていないという理解でよろしいのですか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 もちろんその部分につきましては、実施設計の中でい

つごろまでに完成するというものが見えてくるところになるかと考えております。

〇委員長 北谷文夫君 小黒委員の質疑は休憩後に行います。

午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５３分

再開 午後 ０時５５分
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〇委員長 北谷文夫君 それでは、休憩中の会議を開きます。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私も商工費、商工振興費の地域おこし協力隊のことでお伺いしたいと思

います。

今も武田委員とのやりとりで大分わかってはいるのですけれども、これって予算書を見

ると一般財源だけになっているのですけれども、市の一般財源で１００万円、最大１００

万なのですけれども、を出すということになるのかどうかお伺いします。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 こちらに関しましては、一般財源ということはそうな

のですけれども、総務省の推進要綱に定められている特別交付税で財政措置される範囲内

において地域おこし協力隊員に対して起業に要する経費を補助金として支出する予定でご

ざいます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それで、国から特交の措置があるということは、それはそれでいいので

すけれども、ちょっと詳しく聞いていくのですけれども、市内で起業をする。そもそもが

先ほどのやりとりの中でもわかりづらいので、要綱か何かを今後定めるのかどうかなので

すけれども。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 こちらにつきましては、砂川市地域おこし協力隊起業

支援補助金交付実施要領を定める予定でおります。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 砂川市には今中小企業振興条例というのがあります。こことのダブりと

いうのはどういうふうになるのでしょう。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 その点もございますので、商工振興という観点で十分

話を聞いた中で、起業に当たってどういう制度を利用するのが有利なのかというようなこ

とも含めて相談に乗っていきたいなというふうには考えております。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 つまりやり方によってはダブりもあり得るということですか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 ダブりというか、基本的にはこちらのほう１０分の１

０以内ということで、対象経費については全額補助ということになっておりますので、恐

らくこの制度を活用するのが一番有利なのかなというふうには考えますけれども、業務の

内容とか場所とか条件いろいろお聞きする中で、さらに何か活用できるものがないかとい

うような点も含めて相談に乗っていきたいなというふうには考えております。
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〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 そこがちょっとわからないのは、今例えば空き店舗を利用して、内部の

改装をすると幾らの補助、それから家賃の関係も７０だっけ、あるわけです。それでダブ

ってやっていく、もしも、ダブって出してあげるというのは相当すごいなと思うのですけ

れども、そういうこともあり得るということですか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 基本的にダブって補助をするという考えではないので

すけれども、どちらが有利になるかというようなことを含めてアドバイスした中でしてい

きたいなというような考えでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 普通同種の補助金というのは、余りダブってやるということはほとんど

私は経験ないのですけれども、国の金だとはいいながら地域おこしに随分力が注がれてい

るなというふうには思うのですけれども、これ例えば普通でいくと１年以上事業を続けて、

その後でとかというパターンがよくあることなのですけれども、この補助金に関しては仮

にここまでは続けてもらわないと出せませんなんていうのはないかどうかなのですけれど

も。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 今現在実施要領の中にはそういうような条件は付して

おりません。ただ、事業が完了した時点で補助金を支出するというのを基本的な考えとは

しておりますので、１年間の中でとりあえず起業に当たっての事業をしていただくという

考えではあります。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 どういう起業をするのか、お店をつくって何かを売るのか、その辺はち

ょっとわからないのですけれども、極端に言ってやっぱりうまくいかないから、もらった

けれども、やめたといっても別に返す義務はないということでよろしいのかどうかなので

すけれども。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 もちろんそういうふうにならないようにしっかり砂川

市内の商工振興に寄与するということを十分見きわめて、アドバイス等を行っていきたい

というふうには考えております。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 そうならないようには誰もが考えるのです。そうなったときにそれでも

いいのかどうかと聞いている。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 現在実施要領の中でそのような返還等の条文は予定し
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ておりませんので、そういうことが起きた場合には返還ということにはならないというふ

うに捉えております。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 地域おこし協力隊の人ができれば砂川市内に住んでもらって、何かをや

ってもらうというのが主たる目的ですから、それはそれでいいと思うのですけれども、こ

こまでいい制度にかかわらず、砂川市民の若い人が何かやろうと思ってもなかなかこうい

ういい制度はないなというところが正直残念なところではあるのですけれども、あとここ

に関して言えばある程度の何かそういう話なり、ちょうど１年前の人たちが３人いたので

したっけ。これからの人はまだ……でも任期がどこでというのは３年とは限っていないか

らわからないということになるのでしょうけれども、何となくそんな話はあったりはする

のですか。何もないでたまたま国が特交出してくれるのでというので予算化しているのか

どうか、ここをお伺いします。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 ３月で任期が終了した協力隊員は３名いますけれども、

１名につきましては市内に居住し、起業の検討を行っているということで、いろいろ先ほ

どの農商工連携の関係でもありましたが、商品開発などにも取り組んでおります。それで、

今後起業に向けてこの補助金の活用など、こういう補助金ができるということをお伝えし

ている中で、実際に活用するかという点につきましてはまだその事業が具体的な展開に至

っていないので、未定という状況ではありますが、いつでもそういうような状況になった

場合には対応できるような体制にしたいというところはございます。また、あと１名は道

外に住んでおりますし、もう一名は民間会社に就職したということもございますので、今

現在ある程度そういうような対象になるのはその１名の協力隊員になるかなというふうに

考えております。

また、現在任用しております協力隊員につきましても、ヒアリング等を行う中で起業に

対する意識というのは皆さん持っている部分がございますので、そういう部分は十分聞き

取った中で進めていきたいというふうに考えております。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 次に、観光費の関係でイベント用の倉庫、先ほども出て、来年度着工と

いうことだったけれども、大きさなのですけれども、どのぐらいなのかなのです。豊中の

体育館には物すごい量が入っているので、どこからどこまで必要なものか、そっちに動く

のかどうかというのはわかりませんけれども、大きさが先ほど聞かれていなかったと思う

ので、どのぐらいの大きさになるのでしょう。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 現在旧豊沼中学校を利用している７団体のイベント団

体に確認して面積をある程度割り出しております。また、市のテント等、備品等もござい
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ますので、そういうものを含めておよそ２７０平米ぐらいが置く場所として必要かなとい

うところがございますので、搬出入用の通路等を含めて約２８０平米程度の建物を予定し

ております。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 建物はどういう建物、プレハブか何かなのかどうかというのと、それか

ら今イベント用のものがいろんなところに置かれているようなのです。それは、これがで

き上がると１カ所に集まるのかどうか。

〇委員長 北谷文夫君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 山下克己君 先にいろんなものが集まるかということですけれども、

各イベント団体に確認しているものは、それぞれが保有しているものということで確認し

ておりますので、恐らく１カ所に集まるということになると思います。

建物につきましては、鉄骨造で無落雪の屋根、そして高さは３メートル程度のものを予

定しております。基礎につきましてはコンクリート、外壁につきましては鉄板張りという

ことで今実施設計に当たりたいというふうに考えております。

〇委員長 北谷文夫君 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に進みます。３２ページ、第８款土木費、第５項住宅費。

増山裕司委員。

〇増山裕司委員 移住定住促進住宅の管理に関しましてお伺いします。

４戸入居する予定になっていますけれども、町内会の加入については市としては何か考

えはありますでしょうか。そこをお伺いしたいのですが。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 改修しております住宅のエリアの町内会の加入ということ

でのご質問だと思いますけれども、あのエリアは空き家になっている公宅が今ずっとあり

まして、新たに今回４戸ということで入居されるということでありますので、入居の際に

は地域の町内会の勧誘等のことについてご紹介するなりして、町内会に加入していただく

ようにお願いするように考えております。

〇委員長 北谷文夫君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 今の課長の答弁で全然異論はないので、どういう町内会になっているか

私はよくわからないでお話ししていますけれども、ぜひ移住された方については最寄りの

町内会に加入していただくよう市としても進言していただければ幸いかなと思います。

次に、私転勤族だったものですから、組合員時代までは会社の寮に入っていたのですけ

れども、職制になってから集合住宅に借り上げて入っていたのです。札幌を含めて東京で

２カ所と３カ所の集合住宅に入りました。その中で感じたことがあるのです。向こうはも

う入居基準の中に町内会費、向こうは自治会費と言っていました。自治会費をいただきま
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すということを家賃と同様なところに並列で書いてあるのです。ですから、嫌だったら入

るなというようなことで、自治会に入るのは当然ですよというような感じなのです。札幌

もそうでした。今私砂川に来て、民間の集合住宅に加入しているのですが、ここはそうい

うことを書いていないのです。あくまでも最寄りの自治会、町内会、私は今吉野第３町内

会というところで役員をさせていただいているのですが、今私が入っているのは６戸建て

のところ。ですから、私今そこの担当で、入れかわるたびに行ってはお願いしているので

す。これは大家さんにも言わないといけないなと、私の経験談で。そこでお伺いしたいの

ですが、先ほども公営住宅の家賃のお話だとか出ていたのですが、公営住宅で最寄りの町

内会に入っていただきますというようなことを盛り込むことはできないのかどうか。ぜひ

そうしてほしいなと。支障があるのかどうか、法律上の制約があるのかどうか私はわから

ないで申し上げているのですけれども、ぜひ検討していただきたいなと。今この場でいき

なり言ってもなかなか難しいかなと思うのですけれども、法的な制約だとか公営住宅法と

の管理とかなんとかというのは私よくわからないでお話ししておりますので、その辺ご検

討願いたいと思うのですが、いかがでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 自治会の加入についての決まりを公営住宅の決まりの中に

盛り込めないかというような内容だと思いますが、実際は既存のほうの団地についてはご

存じのように自治会がございまして、ふだん入居されてくる方については自治会の加入と

いうお話をしております。今回の移住定住促進住宅については、団地形式の構成になって

おりませんので、４戸で自治会ということは今想定をしておりません。先ほどのご質問を

いただいた件につきましては、ほかの事例とかいろいろ調査、また研究して、法的なもの

とかも確認しながら私どものほうで検討してまいりたいということで回答とさせていただ

きます。

〇委員長 北谷文夫君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 ぜひご検討を願いたいなと思います。

それで、私砂川に来て感じたのは、東京だとか札幌でみまもりんごなんていうのは難し

いと思います。個人情報の取り扱いをめぐって、砂川のような結束力というか、団結力と

いうか、そういう隣同士の結びつきというのはそんなに濃厚ではないのです。町内会に入

るかどうかは、個人の考え方を一番優先するということで、加入率も砂川から見たらずっ

と低いです。ましてやみまもりんごなんていうのはなかなか難しいと思ったのです。そこ

は田舎と言ったら怒られますけれども、砂川市民の皆さんは大したものだというふうに思

っておりますので、ぜひ移住定住促進住宅の皆さんにも最寄りの町内会に加入するよう働

きかけていただきたいと思いますし、また既存の公営住宅の中にもそういった１項を設け

られないかどうかもご検討をお願いしまして、終わります。

以上です。
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〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 端的にお伺いしますけれども、除雪委託料として１０万円が計上されて

いますが、この除雪の範囲というのはどこからどこまでになるのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 住棟の前面にあります通路、それから一部市道の除雪が入

りますけれども、そこと駐車場の際に若干雪が残るので、そこの処理というようなことで

考えております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 そうすると、駐車場のほうの除雪というのは各自入居者のほうでやって

いただくということでよろしいのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 武田委員のおっしゃるとおりで自分の区画、借りていると

ころについては、自己で除雪をするということになります。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 通常公営住宅の場合には除雪当番とかを決めて、共同玄関の戸口という

のですか、そこのところを各持ち回りでやっているのですけれども、今回この除雪の委託

料で上げている中ではそういったきめ細かいところの除雪も全部委託の中でやっていただ

けるのか、それとも公住と同じように、細かい話になりますけれども、除雪当番みたいな

のを決めてやるような形になっていくのか、その辺ってどうなっているのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 住棟前の除雪につきましては、機械が当然入りますし、住

戸前、共同住宅前の除雪についてもできる限り入居されている方のご負担にならないよう

にと考えておりますけれども、どうしても多少は残るというものがあります。そちらにつ

いては、入居者の方にお願いをしたいというふうに考えております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 この除雪の委託による委託の期間というのは、シーズン的なものなので

すけれども、一般的に今考えられているのは何月ぐらいから何月ぐらいまでを想定した委

託料となっているのでしょうか。

〇委員長 北谷文夫君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 金丸秀樹君 冬期間になりますので、一応１２月から３月というふうに

考えております。

〇委員長 北谷文夫君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 今民間のアパート等でも何か付加価値をつけるということで、除雪もサ

ービスとしてつけているところがあります。冬の場合は、除雪というものは皆さんご承知

のように結構な重労働にもなりますし、まして現役世代で働いている方々からすれば共働
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きも多いですし、子育てもしている中ではやはり除雪というのが重労働になってくると。

それが除雪の負担が軽減されるということも一つの特色であろうと思いますので、これも

本当繰り返しになりますけれども、今後入居者の募集をかける上でも大きなメリット、細

かいことかもしれませんけれども、生活者の視点に立てば非常に重要なことでありますの

で、この辺もしっかりとあわせて周知をして入居者を募っていただきたいと思います。

終わります。

〇委員長 北谷文夫君 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、次に移ります。３４ページ、第１２款諸支出金、第１項過年度過誤納還付金、

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、歳入に入ります。８ページから２０ページまで、質疑ありませんか。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 簡単に病児・病後児の関係なのですけれども、この保育費負担金が市内

利用５０人、市外利用１０人ということで、これはこれからの月なのか、年間予測なのか

をお伺いします。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 歳入の負担金でございます。病児・病後児保育費負担金に

つきまして、今回市内利用人員５０人、市外利用人員１０人ということで合計６０人見込

んでございますが、こちらについてはことし実施いたします５カ月分の総利用人員を見込

んだ数となっているところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 となると、年間これを単純に５カ月だから倍か何かしていけばというこ

とで、年間で考えれば単純にはそういう感じで受け取っていいですか。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 年間の利用見込み人数でございますが、過去に実施しまし

た子育て関係のアンケート等によりまして、過去に病気で子供が保育所等を休んだことが

ある世帯で父親、母親が仕事を休んだことのある世帯のうち、この病児・病後児保育施設

があるとすれば利用したいというふうに答えた方の数、さらには今回条例で制定いたしま

した対象児童の数を割合で換算いたしましたところ、年間およそ１５０人の利用が見込ま

れるという数字を算出いたしまして、今回この５カ月分ということで６０人という数字を

出したところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 最後になります。それぞれ道、国から３分の１の事業費が出ているので

すけれども、こちらのほうは何か基準というかあるのかどうか。多分利用人数や何かで普



－43－

通こういう場合はあるのかなというふうに思うのですけれども、その辺教えていただけれ

ばと思います。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 このたびの歳入の子ども・子育てに関する補助金でござい

ますが、こちらについては国が定めた子ども・子育て交付金というふうになってございま

す。こちらは、国の病児保育事業実施要綱に基づいて実施されることが交付の要件となっ

ているところでありまして、この交付の基準額がどのように算定されるかというご質問で

したので、こちらにつきましては事業が行われる１カ所当たりの基本分、さらには延べ利

用人員の数に応じた加算分、あと低所得者の利用数に応じた減免加算分ということが基準

額の要素となっております。今回これらに準じまして当市の交付金の基準額を算出したと

ころ、基準額は４９５万５，０００円となったところでございます。これらのそれぞれの

補助率につきましては、国、道ともに３分の１ということになっておりますことから、そ

れぞれ１６５万１，０００円の交付金ということで算出して見込んだところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 利用者数の加算の詳しいことをお伺いします。

〇委員長 北谷文夫君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 この交付金の加算分、利用人員による加算分ということで、

国の交付要綱によりますところ、それぞれ利用人員の数の枠によりまして額が変わってき

てございます。下限が１０人以上５０人未満で、基準額が約５０万４，０００円、その上

が５０人以上２００人未満ということで２５１万８，０００円が基準額となっているとこ

ろでございます。砂川市につきましては、この５０人以上２００人未満の利用見込みとい

うことで基準額を算出したところでございます。

〇委員長 北谷文夫君 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第２号 平成２８年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算の審査に入り

ます。

これより質疑に入ります。ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第２号を採決します。

本案を、原案のとおりに決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第３号 平成２８年度砂川市介護保険特別会計補正予算の審査に入ります。

これより質疑に入ります。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第３号を採決します。

本案を、原案のとおりに決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎散会宣告

〇委員長 北谷文夫君 以上で本委員会に付託されました議案第４号から第１７号、第１

号から第３号までの各議案の審査を全て終了いたしました。

これで予算審査特別委員会を散会いたします。

ご協力ありがとうございました。

散会 午後 １時２４分



－45－

委 員 長


